
貿易一般保険包括保険(機械設備)対象品目　(特約書附帯別表第2（附表））
新旧対照表

2026年1月1日
日本機械輸出組合

8459 8459

を除く

845970 000 845970

100

900 －－その他のもの

8461 8461

846190 000 846190

100

900

8536 8536

853650 000 853650

×

900 －－その他のもの

9012 9012

901210 901210 000

100

900

金切り盤、切断機その他の加工機械（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに

限るものとし、他の項に該当するものを除く。）

－－数値制御式のもの

（中略）

－その他のもの －その他のもの

（中略） （中略）

新（2026年1月１日） 旧

HSコード 対象品目（9桁表示部分のもの） HSコード 対象品目（9桁表示部分のもの）

旧「845970100」と「845970900」が
「845970000」へ統合。

（中略） （中略）

平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、

－その他のねじ切り盤及びねじ立て盤－その他のねじ切り盤及びねじ立て盤

－－数値制御式のもの

－－その他のもの 旧「846190100」と「846190900」が
「846190000」へ統合。（中略） （中略）

金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤

（ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第8458の旋盤（ターニングセンサーを含む。） （ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第8458の旋盤（ターニングセンサーを含む。）

（中略）

を除く

（中略）

－－マイクロスイッチ

サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。

使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。）並びに光ファイバー（束にしたものを含む。）用

又は光ファイバーケーブル用の接続子

金切り盤、切断機その他の加工機械（金属又はサーメットを取り除くことにより加工するものに

限るものとし、他の項に該当するものを除く。）

サージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。

使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。）並びに光ファイバー（束にしたものを含む。）用

又は光ファイバーケーブル用の接続子

－その他のスイッチ

電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器（例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器（例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、

（中略）

－顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回析機器

－－走査型電子顕微鏡及び透過型電子顕微鏡（走査透過電子顕微鏡を含む。）

旧「853650100」と「853650900」が
「853650000」へ統合。

（中略） （中略）

－その他のスイッチ<マイクロスイッチを除く。>

－－その他のもの

旧「901210000」が「901210100」と
「901210900」へ分割。

　　　並びに走査型プローブ顕微鏡

（中略） （中略）

顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回析機器 顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回析機器

－顕微鏡（光学顕微鏡を除く。）及び回析機器
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